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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　抽斗の左右両側にそれぞれ外身側引き出しレールを１つと抽斗側引き出しレール（６）
１つとを持つ抽斗の引き出し案内具であって、
　前記抽斗側引き出しレール（６）の後部末端に水平な保持ラグ（１０）を備えるフック
（８）を設け、この保持ラグ（１０）は取付状態では抽斗フレームの開口部（９）に差し
込まれるようになっており、前記保持ラグ（１０）または保持ラグ（１０）を持つフック
（８）を、引き出しレール（６）の上で垂直方向に位置調節できるようにしたことを特徴
とする、上記の引き出し案内具。
【請求項２】
　フック（８）または保持ラグ（１０）をネジ（１１）で位置調節できることを特徴とす
る、請求項１に記載の引き出し案内具。
【請求項３】
　引き出しレール（６）に固定または成形されたＵ字リンク（１４）がネジ（１１）を軸
受けすることを特徴とする、請求項２に記載の引き出し案内具。
【請求項４】
　フック（８）または保持ラグ（１０）はグリップ（１５）によって工具なしで位置調節
できることを特徴とする、請求項１に記載の引き出し案内具。
【請求項５】
　フック（８）には少なくとも１つの支持部（１２）が抽斗（２、３、４）のために形成
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されていることを特徴とする、請求項１から４までのいずれか１項に記載の引き出し案内
具。
【請求項６】
　少なくとも１つの支持部（１２）が引き出しレール（６）の少なくとも１つの開口部（
１３）に配置されていることを特徴とする、請求項５に記載の引き出し案内具。
【請求項７】
　グリップ（１５）にエキセントリック（１６）を設け、このエキセントリックは、引き
出しレール（６）に設けられたホルダー（１７）の切り込みに収められていることを特徴
とする、請求項４に記載の引き出し案内具。
【請求項８】
　上記切り込みが水平な長穴（１８）の形状であることを特徴とする、請求項７に記載の
引き出し案内具。
【請求項９】
　ホルダー（１７）が１つの支持プレートにより形成され、この支持プレートが引き出し
レール（６）に溶接されていることを特徴とする、請求項７または８に記載の引き出し案
内具。
【請求項１０】
　ホルダー（１７）が上から見るとＵ字形であって、フック（８）の案内具を形成するこ
とを特徴とする、請求項７から９までのいずれか１項に記載の引き出し案内具。
【請求項１１】
　エキセントリック（１６）が偏心的に配置されたピン（１９）を備え、このピンがフッ
ク（８）の穴（２０）に差し込まれていることを特徴とする、請求項７から１０までのい
ずれか１項に記載の引き出し案内具。
【請求項１２】
　グリップ（１５）はフック（８）の上および下のエンドポジションで、フック（８）の
側端及びホルダー（１７）の側端にあることを特徴とする、請求項４から１１までのいず
れか１項に記載の引き出し案内具。
【請求項１３】
　抽斗の左右両側それぞれに外身側キャリアレールを１つと抽斗側引き出しレールを１つ
持ち、前記抽斗側引き出しレール（６）の後部末端に水平な保持ラグを備えるフックを設
け、この保持ラグは取付状態では抽斗フレームの開口部（９）に差し込まれるようになっ
ており、抽斗の前部領域も同様に高さを調節できる状態で引き出しレールに密着する抽斗
であって、前記保持ラグまたは保持ラグを持つフックが引き出しレールの上で垂直方向に
位置調節できるようにしたことを特徴とする、抽斗。
【請求項１４】
　スライド可能なくさび（７）によって、抽斗の前部領域が引き出しレール（６）に密着
していることを特徴とする、請求項１３に記載の抽斗。
【請求項１５】
　くさび（７）に段付部を設け、その段付部を用いてくさびが引き出しレール（６）に密
着していることを特徴とする、請求項１４に記載の抽斗。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、抽斗のための引き出し案内具に関する。この案内具は抽斗の左右両側にそれ
ぞれ、外身側キャリアレールを１つと、抽斗側引き出しレールを１つ持ち、前記引き出し
レールはその後部末端に水平なフックを備え、このフックは取付状態では抽斗の開口部に
、好ましくは抽斗フレームの開口部に差し込まれるようになっている。さらに本発明はこ
の種の引き出し案内具を持つ抽斗に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
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　木製抽斗のための在来型の位置調節具（傾斜調節具または高さ調節具）は、手が届きや
すくするため、主として抽斗前板の近くに置かれている。
【０００３】
　この配置の欠点は、前板の高さと前板の傾斜をたがいに独立して位置調節できないこと
、そしてつねに両方の次元で同時に位置調節されることになるが、これは多くの場合望ま
しくないことである。
【０００４】
　さらには抽斗側引き出しレールがその後部末端にフックを備え、このフックが抽斗の穴
にさし込まれている引き出し案内具付属品が知られている。この引き出しレールはそのよ
うにしてその後部末端が抽斗に固定される。
【０００５】
　本発明の課題は、前板の傾斜のみを調節でき、その際前板の高さ位置はほとんど維持さ
れているような、改善された位置調節装置を作り出すことである。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明の課題は、保持ラグまたはフックの位置を、引き出しレールの上で垂直方向に位
置調節できるものとすることにより解決される。
【０００７】
　本発明による抽斗は、保持ラグまたは保持ラグがついたフックを引き出しレールの上で
垂直方向に移動でき、その際抽斗の前部領域は、くさびを用いて高さを調節できる状態で
、引き出しレールに密着していることを特徴とする。
【０００８】
　くさびをスライドさせて前板の高さを調節すると、それによって生じる前板の傾斜は、
フックまたは保持ラグを調節することにより補正することができる。このようにして、家
具の正確な合わせ目像または前板像を得ることができる。
【０００９】
　本発明の好ましい実施形態は、グリップを用いてフックまたは保持ラグを工具なしに位
置調節できるようにすることを意図する。
【００１０】
【発明の実施の形態】
　添付の図を用いて本発明の２つの実施形態を下記に説明する。家具外身１の中に抽斗２
、３、４が積み重なって配置されている。その際抽斗２は中央位置にあってその前板５は
まっすぐな方向を向くが、抽斗３では前板５は前方に、抽斗４では後方に傾いている。抽
斗２、３、４は引き出しレール６の上に固定されており、これらレール６はそれぞれ引き
出し案内具付属品の一部を形成する。この場合抽斗２，３，４の前部領域は、スライド可
能なくさび７を用いて引き出しレール６に載っている。抽斗２、３、４の後部領域では、
いずれの抽斗フレームにも開口部９が、フック８の保持ラグ１０に対する受け止め穴の形
態で備えられている。
【００１１】
　図２～４の実施形態では、フック８が、ネジ１１によって引き出しレール６のＵリンク
１４に固定され、引き出しレール６に対し垂直に位置調節できる。ネジ１１はこの場合フ
ック８と噛み合い連結され、Ｕリンク１４のネジ山と噛み合う。Ｕリンク１４は、引き出
しレール６を打ち抜き／スタンピングしたものとするか、または溶接などによりこのレー
ルに連結されたものとすることができる。
【００１２】
　さらに引き出しレール６の後部領域に開口部１３を備える。この開口部１３に、フック
８に形成されている支持プレート１２が差し込まれ、取付状態ではこの支持プレートの上
に抽斗フレームまたは抽斗底部が密着している。従って抽斗２、３、４は、フック８の保
持ラグ１０と支持プレート１２の間に保持されることになる。ネジ１１を回すことによっ
て、その際前板５の高さを変えることなく、抽斗２、３、４および前板５の傾斜を調節す
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ることができる。
【００１３】
　図５～９の実施形態では、フック８とそれにともなってラグ１０を、グリップ１５によ
って工具なしで位置調節できる。
【００１４】
　フック８はホルダー１７の中を案内されている。このホルダー１７は上から見るとＵ字
形に仕上げられ、好ましくは鋼板から作られ、この鋼板は引き出しレール６と連結され、
たとえば溶接されている。
【００１５】
　ホルダー１７は、水平方向の長穴１８の形状の開口部を持つ。グリップ１５はエキセン
トリック１６を備え、このエキセントリックは取付状態では長穴１８に収められている。
エキセントリック１６にはピン１９が形成され、このピン１９はフック８の穴２０に差し
込まれている。
【００１６】
　図６および図７は、フック８およびラグ１０の位置調節範囲の２つのエンドポジション
を示す。２つのエンドポジションで、グリップ１５はそれぞれホルダー１７の側端および
フック８の側端にある。
【００１７】
　抽斗の高さ調節は、グリップ１５を回してその向きを変えることによって行う。フック
８にはこの実施形態では２つの支持部１２が設けられ、これら支持部は引き出しレール６
のスリット状の開口部１３に収められている。
【００１８】
　ピン１９の上にシム２１をかぶせてある。ピン１９は鋲止めされている。くさび７のス
ライドによって前板５のポジションが高い位置に移動した場合は、前板６の望ましからざ
る傾斜を、フック８の位置調節によって調整することができる。
【００１９】
　ここに記載したのはいわば簡単な抜粋である。しかし本発明の位置調節具は、引き出し
レール、中間レールおよびキャリアレールを用いるフル装備の場合にも使用できる。
【００２０】
【発明の効果】
　本発明は、以下のような効果を奏する。すなわち本発明の引き出し案内具は、引き出し
レール（６）の後部末端の保持ラグ（１０）またはこの保持ラグ（１０）を持つフック（
８）を前記引き出しレール（６）の上で垂直方向に位置調節できるようにしたことから、
前板の高さ位置はほとんど維持されていて、前板の傾斜のみを調節できるような位置調節
ができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、抽斗を持つ１つの家具の概略外観図である。
【図２】図２は、抽斗を持つ家具の垂直断面図である。
【図３】図３は、後部にある位置調節装置を分解したものの概略を示す。
【図４】図４は、後部にあるレール側位置調節具の垂直断面図である。
【図５】図５は、この位置調節具の引き出しレールのもう一つの実施形態の後部末端を分
解した外観図である。
【図６】図６は、後者の実施形態の外観図であるが、位置調節具がもっとも高いポジショ
ンにある場合を示す。
【図７】図７は、後者の実施形態の外観図であるが、位置調節具がもっとも低いポジショ
ンにある場合を示す。
【図８】図８は、引き出しレールの後部末端と位置調節装置の縦断面図である。
【図９】図９は、位置調節具と引き出しレールの後者の実施形態を後ろから見た背面図で
ある。
【符号の説明】
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　２、３、４・・・抽斗
　６・・・引き出しレール
　８・・・フック
　９・・・開口部
　１０・・・保持ラグ

【図１】 【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】
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